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豊中市へ一時避難された方の水道料金及び下水道使用料の減免に関する要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、本市へ一時避難された方の水道料金及び下水道使用料（以

下「料金等」という。）の減免措置に関して必要な事項を定めることを目的と

する。 

 （対象者） 

第２条 この要綱の対象となる者は、本市営住宅及び市が提供した施設等に一時

避難として居住する者とする。 

 （減免する内容） 

第３条 料金等の減免については、前条に掲げる対象者が、日常生活で使用する

水量について減免することができる。 

２ 前項に定める減免については、次の各号に定めるところによる。 

(1) 各戸検針・各戸収納を実施している住宅については、各戸メーターにより計

量した水量で調定した料金等の全額 

(2) 前号以外の住宅及び施設については、各施設の前年度使用実績等と比較して、 

使用水量が超過している部分の料金等の全額 

 （減免対象期間） 

第４条 料金等を減免する期間は、対象者が入居してから６か月間とする。ただ

し、第２条に掲げる者の生活事情等により管理者が必要と認める場合はこの限

りでない。 

（減免の申込み） 

第５条 対象者が料金等の減免を受けようとするときは、管理者に申込書を提出

しなければならない。ただし、管理者が必要と認める場合はこの限りでない。  

（還付） 

第６条 この要綱の対象となる者が、既に料金等を納付している場合は、管理者

はその料金等を還付することができる。 

（実施の細目） 

第７条 この要綱に定めのない事項については、管理者が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年８月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年３月１日から実施する。 

 

 


